
農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業（拡充）

１．趣旨

農業生産や農村社会で重要な役割を果たしてる女性の農業経営・地域社会への参画を

一層促進するためには、女性農業者の資質向上、女性が参画・活躍しやすい環境の整備

を進める必要があり、特に、女性の活動を支援する人材や仲間に恵まれていない現況に

おいては、女性農業者に対する支援体制を充実・強化することが重要な課題となってい

る。

このため、これまでの参画促進に向けた普及啓発活動、女性農業者を対象とした研修、

シンポジウム等の取組に加えて、普及指導員ＯＧ、女性農業士ＯＧ等を「交流サポータ

ー」（仮称、以下同じ）として位置づけ、交流サポーターの育成、サポーター間の情報

交流等を図りつつ、女性農業者に対する高度で最新な情報提供、広域ネットワークの仲

介等の支援活動を展開するなど、交流サポーターの積極的な活用により女性農業者への

支援体制の充実・強化を図る。

２．事業の内容

（１）農業団体推進事業

女性認定農業者の拡大や家族経営協定の推進のための普及啓発活動、女性農業者の

ネットワーク化のための交流会等の開催、出産・育児期の女性農業者支援のためのシ

ンポジウム開催等を実施する。

（２）民間団体推進事業

男女共同参画優良事例の表彰、農業経営の高度化・リーダー的女性農業者育成の研

修、普及指導員ＯＧ・女性農業士ＯＧ等を交流サポーターとして組織化し、交流サポ

ーター活動等による全国的支援体制の整備等による女性支援体制の強化を実施する。

（１）全国農業協同組合中央会３．事業実施主体

（２）（社）農山漁村女性・生活活動支援協会

平成１７年度～平成２１年度４．事業実施期間

定額５．補助率

１２５，６５９（１４４,１４９）千円６．平成１８年度概算決定額

【経営局 普及・女性課】


